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中標津町の平成19年度決算がまとま
りました。
町には一般会計のほか、病院と水道
の企業会計に加え、国民健康保険事
業などの７つの特別会計があります。
今月号と８月号の２回に分けて各会
計の決算状況をお知らせします。

　平成19年度の病院事業は引き続き14診療科、入院病床数199床での運営
となりましたが、全国的な医師不足にあって町立中標津病院も例外ではな
く、産婦人科非常勤医師１名を採用したものの、内科医師１名が退職しま
した。また、整形外科医師が年度途中から非常勤になり、出張医師による
診療となったことなどから、患者数、診療報酬ともに大きく減少しました。

◆本年度の延患者数は入院37,187人、外来191,618人となり、前年比で入院6,081人（14.1％）の減、外来2,454人（1.3％）の
減となりました。居住地別の患者割合では、中標津町が59％、管内3町の合計が37％となっています。また、平成19年3月
より羅臼町の夜間救急患者を受け入れるなど、地域センター病院として根室管内の医療を支えています。

◆収益のうち入院・外来を合わせた診療収入合計は、患者数の減少に伴い前年比で1億6,372万円（6.0％）の減、収益合計で
は、32億7,500万円（前年比1億3,082万円、3.8％の減）となりました。
◆費用のうち給与費は基本給の削減等を実施したものの、出張医師による診療の増加等に伴い、前年比で5,184万円（2.6％）
の増、費用合計では、38億347万円（前年比1,692万円、0.4％の増）となりました。

◆病院事業に対する一般会計からの繰入金とその財源
病院の運営経費のうち、法令等に基づいて一般会計が負担
すべきとされている経費については、公営企業への繰出金
として国が毎年定める地方財政計画に計上され、下記のと
おり地方交付税という形で町に交付されています。

【表５】一般会計からの繰入金の内訳
決　算　額区　　　　　　　分
1億2,167万円救急医療確保経費に係る分

709万円保健衛生行政経費に係る分
8,539万円企業債利息償還に係る分
794万円高度医療経費に係る分
3,483万円小児医療経費に係る分
840万円研究研修経費に係る分
5,907万円共済組合、基礎年金負担に係る分
937万円院内保育所経費に係る分

2億4,047万円医療の確保、経営安定化に係る分
1億5,270万円建設改良、企業債元金償還に係る分

80万円その他
7億2,773万円繰　　入　　金　　合　　計

各会計の決算をお知らせしまお知らせしますす

【表１】年度別患者数の推移 【表２】居住地別患者割合（19年度、入院外来合計）

【表６】繰入金の財源内訳

平成19年度に購入した主な医療機械器具

オーダリングシステム（1億9,667万円）　手術用無影灯（339万円）
内視鏡診断装置（1,357万円）　電子内視鏡システム（749万円）
超音波診断装置（683万円）　全自動錠剤分包機（586万円）など

【表３】収益的収支の状況（1年間の経営活動に伴い発生する収支）

対前年伸率決　算　額科　　　目
△　13.5％11億9,290万円入 院 収 益病 

院 
事 
業 
収 
益

1.7％13億5,056万円外 来 収 益
4.9％1億2,791万円その他医業収益
3.6％5億7,503万円一般会計繰入金
33.5％2,860万円そ の 他 の 収 益

△　3.8％32億7,500万円収 益 合 計
2.6％20億3,340万円給 与 費

病 
院 
事 
業 
費 
用

△　5.2％5億8,742万円材 料 費
1.5％6億6,112万円経 費

△　8.9％2億7,342万円減 価 償 却 費
△　3.4％1億2,830万円支 払 利 息
18.5％1億1,981万円そ の 他 費 用
0.4％38億　347万円費 用 合 計
38.8％△　5億2,847万円収 益 的 収 支 差

【表４】資本的収支の状況（資産取得に伴い発生する収支）

対前年伸率決　算　額科　　　目
51.9％4,390万円企 業 債

収
入 2.5％1億5,270万円一 般 会 計 繰 入 金

10.5％1億9,660万円収 入 合 計
667.5％2億4,139万円医療機械器具購入費

支
出 3.3％2億3,392万円企 業 債 償 還 金

84.3％4億7,531万円支 出 合 計
248.3％△ 2億7,871万円資 本 的 収 支 差

※不足する額のうち1億9,660万円は翌年度に企業債を借り入れ

病
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　平成19年度の水道事業は給水人口にわずかながら伸びがみられ、老朽化した配水管の更新工事を計画的に行っていること
などから、有収率（※１）は年々向上してきており事業収支では黒字となりました。
　19年度の事業としては、有収率の更なる向上を目指し市街地（東19条通・東16条通・北４丁目通）の配水管の改修工事を
行いました。また、浄水場施設についても防水等更新工事を行っており、今後も町民の皆さまへ安心な水を安定的に供給し
ていくため、毎年計画的に修繕・工事を行っていきます。
　水道事業は「地方公営企業」（※２）という企業形態で経営され、事業に必要な経費は水道料金で賄われています。また、事
業運営の健全維持のため、必要な工事量などを見極め、事業収支のバランスや良質な財源の確保など、効率的な事業運営と
給水サービスの向上が求められています。

（※１）有収率　～　浄水場から配水された水量を100として、水道料金掛金売上げとなる水量の割合。（高いほど優良な経営に結びつく。）
（※２）地方公営企業　～　町の一般会計とは区別し、独立採算性に基づく事業。

平成１９年度決算額
　経営成績である損益計算書（表１）の収益は、４億4,100万円（前年比△64万円）になりました。そのうち水道料金収入に
ついては 110万円の微増となっています。費用については企業債（※３）の利息が減少してきたことなどにより、前年比758
万円減の３億4,298万円となり、平成19年度の純利益は、9,802万円となりました。
　資本的収支（表２）では、支出で配水管整備などに係る建設改良費で8,152万円、企業債償還も含め計２億3,695万円とな
り、収支で１億8,023万円の不足が生じ、損益勘定留保資金（※４）等で補てんしました。
（※３）企業債とは、水道施設等の整備を行うための費用は莫大であり、水道料金だけでは足

りませんので、国や公営企業金融公庫等からの借金で補っています。また、収益的
（事業）収支で得た利益は、これらの借金の返済（償還）に充てられます。

（※４）損益勘定留保資金　経常費用のなかで現金の支払いの伴わない経費（減価償却費等）

平成19年度　各会計の決算をお知らせしま各会計の決算を す

有収率の推移 （弱）　
Ｈ19Ｈ18Ｈ17Ｈ16Ｈ15
2,218,8152,188,3332,212,3622,207,3682,408,994年間配水量
1,960,8131,948,7161,944,2791,937,7231,993,750年間給水量
88.37％89.05％87.88％87.78％82.76％有 収 率

表１　収益的収支（※５）及び業務量の推移

年　度　末
給水人口

年　度　末
給水戸数事業費用事業収益年

度 うち水道料金収入
20,866人9,484戸3億8,891万円4億3,723万円4億6,018万円15
20,175人9,170戸4億　794万円4億2,083万円4億4,487万円16
20,269人9,311戸3億3,310万円4億2,254万円4億4,262万円17
20,382人9,400戸3億5,056万円4億2,306万円4億4,164万円18
20,438人9,348戸3億4,298万円4億2,416万円4億4,100万円19

（※５）収益的収支とは水道事業会計のうち施設の運転・管理等水道事業を運営するため
の経費とその財源です。

表２　資本的収支（※６）及び企業債（※３）の年度末残高の推移

企　業　債
年度末残高

支　　　　　出
収　入　額年

度 企業債償還費建設改良費等企業債借入金
17億　　704万円1億4,599万円1億7,410万円　　　1,500万円　　2,455万円15
13億2,203万円1億5,451万円1億1,096万円　　　5,050万円　　6,048万円16
14億6,031万円1億6,293万円3億6,880万円3億　　120万円3億　733万円17
13億2,909万円1億6,752万円　　　7,548万円　　　3,630万円　　4,512万円18
12億2,796万円1億5,543万円　　　8,152万円　　　5,430万円　　　5,672万円19

（※６）資本的収支とは水道事業会計のうち、水道施設を建設・整備するための経費とそ
の財源です。

配水量・給水量の推移

収益的収支の状況（表１、19年度の内訳）
対前年伸率決算額主な予算科目

0.3％4億2,416万円給 水 収 益水
道
事
業
収
益

△　23.9％734万円受託工事収益
△　1.3％830万円その他営業収益
126.4％120万円その他収益
△　0.1％4億4,100万円収 益 合 計
3.0％6,111万円人 件 費

水
道
事
業
費
用

4.1％8,626万円物 件 費
△　52.7％263万円受託工事費
△　0.2％1億4,713万円減価償却費
△　22.6％260万円資産減耗費
△　17.6％4,220万円支 払 利 息
34.6％105万円その他費用

△　2.2％3億4,298万円費 用 合 計

水

道

事

業

会

計
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　国民健康保険の状況は、平成20年３月末現

在で4,270世帯、被保険者数9,803人と町の世

帯数及び人口の約41％の方が加入しています。

　平成19年度決算の収支状況は、歳入26億

6,837万円（対前年度比8.0％増）、歳出25億

7,557万円（対前年度比8.1％増）、差し引き

9,280万円の黒字となり、医療制度改正等の

影響に備えて２分の１にあたる4,640万円を

基金へ積み立て、残り4,640万円を平成20年

度へ繰り越しました。

　19年度の状況としては、加入者の年間１人当たり医療費は、全体で

236,575円、そのうち老人医療費では563,084円となっており、前年度対比と

しては、全体で約2.0％、老人医療費で約7.5％の減となっています。

　国民健康保険は、加入されている方が健康な生活を送るための医療保険制

度のひとつです。町では医療費の適正化や保険税の収納率向上に努め、健全

な保険財政を維持するとともに、20年度から新しく制度化された「特定健康

診査」の推進を図り、生活習慣病予防啓発等の保健事業の展開をさらに強化

し、疾病の早期発見・早期治療の推進を図っていきます。

　平成19年度決算額

歳　　　　　　出歳　　　　　　入
6,668万円総 務 費9億9,044万円国民健康保険税

15億3,192万円保 険 給 付 費6億4,293万円国 庫 支 出 金
4億4,683万円老人保健拠出金3億　162万円療養給付費交付金
1億5,513万円介 護 納 付 金1億7,161万円道 支 出 金
3億6,191万円共同事業拠出金2億6,657万円共同事業交付金

752万円保 健 事 業 費2億4,491万円繰 入 金
558万円そ の 他5,029万円そ の 他

25億7,557万円合　　　　計26億6,837万円合　　　　計

　私たちの食生活において、野菜、果実、鮮魚及びこ

れらの加工品などは日々欠くことのできないものです。

中標津町公設地方卸売市場は、生鮮食料品等の取り引

きの適正化と流通の円滑化により住民生活の安定を図

るため、昭和50年に設置されました。

　現在、根室管内で公設の市場として開設されている

のは、中標津町の１ヶ所となっています。

　中標津町公設地方卸売市場の年間取扱高及び取扱数

量は、平成３年の26億円をピークに年々減少傾向にありましたが、平成19年

度は前年度より11.8％増の16億円となっています。

　市場特別会計では、歳入で市場使用料の見直しを行い、歳出では老朽化し

た施設の補修やマグロ解体施設を設置するなど、安心安全な生鮮食料品を安

定的に供給できるよう努めています。

　市場特別会計に占める一般会計の繰入金割合は平成19年度で約66.6％です

が、これは、市場建設の際に借入れした公債費の償還金です。

　平成19年度決算額

歳　　　　　出歳　　　　　入

525万円管 理 費523万円使 用 料

1,046万円公 債 費1,047万円繰 入 金

1万円そ の 他

1,571万円合　　　計1,571万円合　　　計

　町営牧場は、町の基幹産業である酪農畜産経営の生

産コストの低減と労働力の軽減などを目的として昭和

38年に設置されました。昭和43年には農業構造改善事

業で開陽台牧場、昭和56年には国営事業で俵橋牧場を

開設し、人工授精牛を主に夏期預託放牧事業を行って

います。

　受入頭数は、多頭飼育による酪農経営の大型化によ

り毎年1,000頭ほどが入牧しています。

　平成10年から16年度には道営事業で開陽台牧場の草

地更新等再整備を実施し、平成17年には受精卵移植を導入するなど、預託

農家への要望に応えるべく努力しています。

　牧場会計の決算は、公債費の減により対前年度比10.0％減となりました。

歳入で主要な放牧料は、前年度より7.3％減ですが、歳入に占める割合は

51.3％と前年度より増加しています。歳出では、事業費が草地管理見直し

のため前年度より4.7％増加していますが、公債費は前年度より28.2％減

少しています。

　平成19年度決算額

歳　　　　　出歳　　　　　入
78万円管 理 費3,211万円放 牧 料

3,975万円事 業 費54万円入 牧 手 数 料
2,208万円公 債 費460万円財産貸付収入

2,527万円繰 入 金
9万円そ の 他

6,261万円合　　　計6,261万円合　　　計

【主な歳出の内訳】
◆管理費・・牧場運営委員会などに係る諸経費

◆事業費・・草地の管理経費

◆公債費・・借入金の元金及び利子の償還金
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　下水道は、トイレの水洗化や水をきれいにするだ

けではなく、私たちの生活を快適にし、すてきなま

ちづくりに貢献する都市施設です。

　当町の水洗化普及率は91.8％になっています。

　その反面水洗化が普及するにあたり、下水道汚泥

処理に係る費用や施設維持管理費用が高額となって

います。

　また、下水道施設整備の際に借入れした公債費の

一部を使用料で賄うことは、相当の負担となるため

軽減策として町からの繰入金で補てんしていますが、

近い将来において、使用料のみで運営を行うことを目標として効率的な経営を行っています。

【主な歳出の内訳】
◆建設費・・・・・・汚水管整備（緑町・明生地区）4.4ha、709ｍ

◆管渠維持管理費・・汚水管清掃 1,137ｍ、マンホール・公共桝等修繕47基、汚水管布設替27ｍなど

◆施設維持管理費・・中標津下水終末処理場、計根別及び養老牛温泉浄化センターに係る維持管理費・修繕費など

◆公債費・・・・・・借入金の元金及び利子の償還金

◆水洗化普及費・・・水洗便所等改造資金貸付利子補給など

　平成19年度決算額

歳　　　　　　出歳　　　　　　入
3億3,970万円建 設 費3億3,207万円下水道使用料
2,368万円管渠維持管理費1,503万円受益者負担金

1億6,257万円施設維持管理費1億5,700万円国・道補助金
13億　852万円公 債 費6億4,811万円繰 入 金

437万円水洗化普及費7億1,110万円町 債
2,867万円総 務 費420万円そ の 他

18億6,751万円合　　　計18億6,751万円合　　　計

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

　簡易水道事業会計は、中標津市街地を除く広範囲

を給水区域として、平成16年度より独立した会計

（特別会計）にて運営しています。

　簡易水道事業の対象となる給水人口は、平成19年

度末で3,181人（1,109世帯）で、前年度との比較で

は、10人増（１世帯減）となっています。

　運営の主たる財源は、各地区にお住まいの方々の

簡易水道料金で会計を賄っていますが、公債費（借

入金の償還金）の一部については、一定の基準に基

づいて町からの繰入金を充てて運営しています。歳

入歳出の差し引き額の1,749万円は今後の施設機器

更新・整備、また緊急災害時の整備財源として基金

に積み立てます。

　また、簡易水道事業の対象地区は早くから整備し

た地区もあり、施設や老朽管の改修等が必要な地区

もありますので、今後、年次計画を立て改修・更新

を行い、安定した水の供給に努めていきます。

【主な事業の内訳】
◆計根別浄水場水質計取替修繕工事・・・実施設計、原水沈殿水・濁度計更新､原水ＰＨ計更新

◆道営畑地帯総合整備事業（開陽地区　Ｈ17～22年）・・・取水護岸改修・浄水施設改修　ほか

◆道営畑地帯総合整備事業（ケネカ地区　Ｈ19～24年）・・土地改良全体計画策定

　平成19年度決算額

歳　　　　　　出歳　　　　　　入
1,490万円総 務 費1億2,546万円使用料及び手数料

1億4,266万円簡易水道事業費400万円道 支 出 金
631万円基 金 積 立 金21万円財 産 収 入
2,259万円公 債 費1,242万円繰 入 金

6万円諸 収 入
6,180万円町 債

1億8,646万円合　　　計2億   395万円合　　　計
※歳入歳出差し引き額（1,749万円）は、平成20年度にて基金に積立

道営畑地帯総合整備事業（開陽地区）で施工された水管橋
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武
佐
岳
山
開
き

８
日

6月

ふ
る
さ
と
ツ
ア
ー

9～11
日

6月　

中
標
津
町
出
身
の
首
都
圏
在

住
者
で
つ
く
る
東
京
中
標
津
会

が
、
設
立
二
十
周
年
を
記
念
し

て
ふ
る
さ
と
ツ
ア
ー
を
企
画
し
、

二
十
二
名
の
方
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

こ
の
日
（
十
日
）
は
、
町
運

動
公
園
で
記
念
植
樹
を
行
い
、

会
員
の
皆
さ
ん
は
丁
寧
に
桜
の

木
を
植
え
て
い
ま
し
た
。

　

六
月
八
日
に
行
わ
れ
た
第
五
十
三

回
武
佐
岳
山
開
き
で
は
、
約
三
百
名

の
人
た
ち
が
山
頂
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
、
あ
い
に
く
の
空
模
様

が
続
い
て
お
り
、
こ
の
日
も
山
頂
に

は
雲
が
か
か
っ
て
い
い
眺
め
を
満
喫

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

山
頂
で
は
多
く
の
参
加
者
が
体
を
休

め
昼
食
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
六
月
一
日
に
行
わ
れ
た
標

津
岳
山
開
き
で
は
二
百
名
近
く
の
人

た
ち
が
山
頂
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

ご
み
ゼ
ロ
の
日
に
あ
わ
せ
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
民
間
企
業
・
各
種

団
体
・
町
職
員
な
ど
二
十
八
団

体
・
約
四
百
六
十
人
が
参
加
し

て
、
市
街
地
近
郊
の
町
道
を
中

心
に
ご
み
拾
い
を
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
み
ゼ
ロ
の
日

1
日

6月
　

第
五
十
九
回
北
海
道
植
樹
祭　

な
in

か
し
べ
つ
が
、
町
運
動
公
園
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

小
雨
が
降
る
あ
い
に
く
の
天
気
で

し
た
が
、
町
内
外
か
ら
大
勢
の
人
が

参
加
し
約
二
千
本
の
苗
木
を
植
樹
し

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
催
事
・
協
賛
行
事
と
し
て

各
種
団
体
の
Ｐ
Ｒ
ブ
ー
ス
、
ミ
ル
ク
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
特
産
物
販
売
、
フ
ッ
ト

パ
ス
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
が
行
わ
れ
、

植
樹
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

（
表
紙
写
真
も
北
海
道
植
樹
祭
で
す
）

北
海
道
植
樹
祭

25
日

5月

　

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
連
携
事
業
と

し
て
、
ね
む
ろ
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
総
合

文
化
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
・
環
境
パ

ネ
ル
展
、
バ
イ
オ
ガ
ス
車
の
試
乗
、
講
演
、

ね
む
ろ
子
ど
も
環
境
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
環
境
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
地
球
温

暖
化
を
防
ぐ
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と

を
話
し
合
い
、
五
つ
を
共
同
宣
言
と
し
て

ま
と
め
高
橋
知
事
に
手
渡
し
ま
し
た
。

環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

24
日

5月
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口
腔
衛
生
週
間
に
合
わ
せ
、

町
内
の
小
学
校
か
ら
募
集
し

た
平
成
二
十
年
度
「
歯
・
口

の
健
康
に
関
す
る
図
画
・
ポ

ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
入

賞
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　
入
賞
作
品
を
含
む
入
選
作

品
五
十
一
点
は
、
六
月
四
日

（
水
）～
十
一
日（
水
）ま
で
し

る
べ
っ
と
町
民
ホ
ー
ル
に
展

示
し
ま
し
た
。

★ ★ ★歯学会賞
武佐小学校１年　田中　祥太くん

教育長賞
俵橋小学校２年

中林　陽生くん

町長賞
養老牛小学校５年　小林　　峻くん

応募総数
1,459点

「歯・口の健康に関す「歯・口の健康に関するる
図画・ポスターコンクール図画・ポスターコンクール」」

「歯・口の健康に関す「歯・口の健康に関するる
図画・ポスターコンクール図画・ポスターコンクール」」

「歯・口の健康に関する
図画・ポスターコンクール」

国民年金保険料免除 （一部納付）制度があります国民年金保険料免除 （一部納付）制度があります！！
　国民年金の保険料を納めることが困難な方で、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下または失業などによ
り納付することができない方が、申請により保険料の全額または一部納付が免除される「保険料免除（一部納付）制度」
があります。
※一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効（未納と同じ）となるた
め、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取る
ことができなくなる場合がありますのでご注意ください。

　

※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

◆次年度以降の手続きは
　全額免除を承認された方については、次年度も引き続き申請を希望された場合には、改めて申請書を提出する必要は
ありません。ただし、所得審査のため、所得の申告等をしている必要があります。
※失業若しくは震災、風水害または火災による損害を受けたことを理由とした全額免除申請、若しくは一部免除（納付）
申請の場合は、毎年の申請が必要となりますので、ご注意ください。

　詳しくは、保険年金課年金係（内線236）まで。

免除が承認された場合の保険料納付額（月額）と年金額への反映割合
免除となる所得のめやす年金額への反映割合納付額（月額）免除区分

（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円１／３な　し全額免除
78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等１／２　3,600円４分の３免除（４分の１納付）
118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等２／３　7,210円半額免除（半額納付）
158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等５／６10,810円４分の１免除（４分の３納付）

「らくらく体操教室」に参加しませんか

いつまでもお元気で暮らしていただけるように、介護予防のための実技指導を下記のとおり開催します。
日　　時　７月28日（月）　13時30分～15時
場　　所　総合福祉センター　三世代交流室
講　　師　新田　美枝子　氏（らくらく体操普及員）
参加対象　町内在住の65歳以上の方
定　　員　20名
申込締切　７月23日（水）17時まで

電話で氏名・年齢・電話番号をお知らせください。
参　加　費　無料
そ　の　他　動きやすい服装でご参加ください。
※汗拭きタオル、飲料水があるとよいでしょう。
　申し込みは、中標津町地域包括支援センター（福祉介護課介護支援係・内線254）まで。
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ままままままままままちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづ
くくくくくくくくくくりりりりりりりりりり出出出出出出出出出出

前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講

まちづ
くり出

前講座座座座座座座座座座座

　町民の皆さんに町政に対する理解や関心を深めて頂き、町民と
行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するために、平
成13年より「まちづくり出前講座」を実施しています。
　担当職員がお茶の間や学校など皆さんの元へ伺い、講座メニュ
ーに基づきわかりやすくお話しします。メニューにはない皆さん
が知りたい・聞きたいことについても受け付けしていますので、
まちづくり出前講座『学舎（まなぶべや！）・なかしべつ』を是非
ご利用ください。

開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
「「学学舎舎・・ななかかししべべつつ」」

まなぶべや！

担　当　課講　　座　　の　　内　　容講　座　メ　ニ　ュ　ー№

総　 務　 課
情報公開制度の利用方法について情報公開制度について１
地震対策やまちの防災についてみんなでできる地震対策２

選挙管理委員会
（総　務　課）

公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要について選挙の仕組み３

企　 画　 課

まちづくりに関する様々な資料を用いた、まちづくり全般の
概略について ※12月～３月は受付できません

なかしべつのまちづくり４

新行政改革（集中改革プラン）についてなかしべつの行財政改革５
「パートナーシップで進めるまちづくり」の取り組み概要と、
今後のまちづくりについて

パートナーシップで進めるまちづくり６

財　 政　 課
家計に例えたまちの財政状況（予算・決算、財政指標など）
について ※12月～３月は受付できません

なかしべつの「家計簿」７

税　 務　 課

土地と家屋に課税される固定資産税について
 ※11月～４月は受付できません

町税のしくみ（その１）８

給料や年金などの収入に課税される住民税など、まちに納め
る税金について ※12月～５月は受付できません

町税のしくみ（その２）９

町税の納付のしかたについて納税のしくみ10

生　 活　 課
ごみの減量と資源ごみの分別による、家庭で出来る「ごみ
減量作戦」について

ごみの分け方・出し方11

保 険 年 金 課

国民健康保険制度の概要について国民健康保険制度について12

後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の概要について
後期高齢者医療制度
　　　　　（長寿医療制度）について

13

現在の国民年金制度の概要について
※個人の相談については受付できません

知っていますか？国民年金14

福 祉 介 護 課

障がい者・高齢者支援制度について障がい者・高齢者支援制度15
大地震などの際の高齢者・障がい者の安否確認とお願いにつ
いて

要援護者安否確認ネットワーク事業16

介護保険制度・介護保険の利用状況などについてご存知ですか？介護保険制度17

健 康 推 進 課
（保健センター）

・町民の皆さんの健康状況・生活習慣について
・メタボリックシンドロームとは何か、またその予防方法

※原則、74歳以下の方を対象とします
生活習慣病予防について18

農　 林　 課
乳牛や牛乳についてのパネルを用い、質問を受けながらわか
りやすくお話しします ※原則、小・中学生を対象とします

基幹産業の「酪農」をもっと身近に
　～美味しい牛乳が届くまで～

19

統計数字などを用いたまちの農業の概要についてなかしべつの農業概要20

経 済 振 興 課

まちの移住促進事業として、主に団塊の世代を対象に推進し
ている「お試し暮らし」について

中標津町移住計画21

・まちの観光振興について
・管内のイベント情報・広域観光について

なかしべつの観光振興について22

建　 設　 課都市計画マスタープラン及び中標津町景観条例の概要について都市計画・景観のまちづくり23

上 下 水 道 課
水道のしくみについて
（水道水ができるまで、水道施設・水道料金など）

まちの水道24

下水道の歴史・役割・しくみについて下水道のちから25
企 画 総 務 課
（教育委員会）

経済的な理由により、就学が困難な方への就学援助制度につ
いて

就学援助制度について26

生 涯 学 習 課
（教育委員会）

文化団体とその活動、文化事業の内容、総合文化会館の概要
などについて

なかしべつの文化活動紹介します27

歴史・自然・地理を中心に、まちの魅力を紹介する学芸員の
なかしべつ学習講座

学芸員のなかしべつ学講座28

各 担 当 課メニューにはない、皆さんが知りたい・聞きたいこと耳寄り！なかしべつ※

注）担当課の業務状況によっては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

詳しくは、企画課企画調整係（内線324）まで。

◆利用のしかた
　下記のメニューから希望する講座を選び、３週間前までに申し込みください。
　町内に住んでいる方が５名集まれば、開催できます。なお、会場の準備や当日の進行などは申込者に行っていただきます。
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中標津町保健センター　保健師　西　山　朋　恵

健康なかしべつ21　禁煙しましょう

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
健
康
な
か
し
べ
つ　

の
21

柱
の
一
つ
で
あ
る
「
た
ば
こ
」
で
す
。
な
か

で
も
、
実
践
目
標
の
一
つ
で
あ
る
「
禁
煙
し

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
点
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

「
わ
か
っ
て
い
る
け
ど
や
め
ら
れ
な
い
」

　

健
康
学
習
会
や
妊
婦
相
談
の
時
、
喫
煙
に

つ
い
て
お
話
を
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

「
か
ら
だ
に
悪
い
と
は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
な
か
な
か
や
め
ら
れ
な
い
」
と
い
っ

た
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
平
成
十
九
年
に
町

内
の
方
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も

喫
煙
者
の
五
二
・
六
％
が
「
や
め
た
い
と
思

っ
て
い
る
が
、
な
か
な
か
や
め
ら
れ
な
い
」

と
回
答
し
て
お
り
、
や
め
た
い
と
思
い
つ
つ

も
喫
煙
し
て
い
る
人
は
数
多
く
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
ぜ
や
め
ら
れ
な
い
の
か
？

　

た
ば
こ
に
含
ま
れ
る
ニ
コ
チ
ン
は
脳
に
作

用
し
て
脳
細
胞
に
変
化
を
起
こ
し
ま
す
。
そ

の
結
果
、
ニ
コ
チ
ン
な
し
で
は
脳
が
正
常
に

働
か
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
、
脳
が
常

に
ニ
コ
チ
ン
を
欲
し
が
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

体
に
入
っ
た
ニ
コ
チ
ン
は
少
し
ず
つ
分
解
さ

れ
減
っ
て
い
く
の
で
、
補
う
た
め
に
一
日
に

何
回
も
吸
わ
な
く
て
は
い
ら
れ
な
く
な
る
そ

う
で
す
。

禁
煙
の
メ
リ
ッ
ト
！
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い

　

た
ば
こ
を
吸
っ
て
い
る
人
の
中
に
は
、「
今

さ
ら
や
め
て
も
遅
い
…
」
と
禁
煙
を
諦
め
る

人
も
い
ま
す
が
、
た
と
え
何
十
年
た
ば
こ
を

吸
い
続
け
て
い
て
も
、
や
め
た
そ
の
日
か
ら
、

体
に
変
化
が
現
れ
て
き
ま
す
。
血
液
の
循
環

が
よ
く
な
り
肌
の
つ
や
が
い
い
、
呼
吸
が
楽

に
な
っ
た
、
胃
の
調
子
が
い
い
な
ど
実
感
で

き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
た
ば
こ
を
や
め

れ
ば
、
何
歳
で
あ
っ
て
も
吸
い
続
け
た
場
合

に
比
べ
肺
が
ん
の
リ
ス
ク
は
低
下
す
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

禁
煙
に
役
立
つ
情
報
を
う
ま
く
活
用
し
よ
う

　

喫
煙
の
本
質
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
で
す
。

禁
煙
成
功
に
は
我
慢
も
必
要
で
す
。
一
度
禁

煙
に
失
敗
し
て
も
、
二
度
三
度
繰
り
返
し
挑

戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
人
で
頑
張

っ
て
禁
煙
に
成
功
す
る
方
も
い
ま
す
が
、
友

人
を
誘
っ
て
取
り
組
ん
で
み
る
の
も
一
つ
の

方
法
で
す
。
今
は
、
ニ
コ
チ
ン
ガ
ム
や
ニ
コ

チ
ン
パ
ッ
チ
と
い
っ
た
ニ
コ
チ
ン
を
ゆ
っ
く

り
補
充
し
、
徐
々
に
量
を
減
ら
し
て
い
き
離

脱
し
て
い
く
代
替
療
法
も
あ
り
ま
す
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
た
ば
こ
を
や
め
ら

れ
な
い
、
た
ば
こ
に
関
す
る
情
報
を
知
り
た

い
な
ど
、
禁
煙
に
役
立
つ
情
報
を
お
伝
え
し
、

み
な
さ
ん
が
禁
煙
成
功
で
き
る
よ
う
手
助
け

で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
月
一
回
の
健

康
相
談
日
も
あ
り
ま
す
の
で
、
健
康
に
関
す

る
相
談
な
ど
是
非
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。　

※
七
月
は
二
十
九
日
が
改
善
相
談
日
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

７
２
‐
２
７
３
３

目指せ起業家支援事業補助目指せ起業家支援事業補助金金
町が定めた用途地域内で起業する方に助成します町が定めた用途地域内で起業する方に助成します。。

■対象となる方
敢　町が定めた用途地域内で創業する方で中標津町に２年以上在住している
満20歳以上の方。

柑　町税等の滞納のない方。
※遊興飲食業、賃貸業などの業種や起業の形態等によっ
ては、補助の対象とならない場合があります。
※創業＝事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、
または新たに会社を設立し事業を開始すること。

■対象となる経費
　創業に伴う次の経費が対象となります。
　　敢　店舗等工事費　柑　設備費　桓　開業に伴う広告宣伝費
　　棺　備品購入費　款　空店舗、駐車場等の賃借料（最高６か月分）
■補助額
敢　用途地域の商業地域で起業する方は、対象経費の２分の１
以内で、50万円を限度に補助します。

柑　用途地域の商業地域以外で起業する方は、対象経費の３分
の１以内で、25万円を限度に補助します。

　その他、起業家を支援するための各機関の助成金等についても、
お気軽にご相談ください。
　詳しくは、経済振興課商工労働係（内線365）まで。

町立中標津病院
　５月より新しい医師

が着任しましたので紹

介します。

産婦人科医師

前　田　玲　奈
（まえだ　れな）

出身大学　九州大学

卒　業　年　平成12年

専　　門　産婦人科
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率調査」
閲　覧　日　平成19年12月13日
範　　囲　東24条南6丁目・東25条南１

丁目～３丁目の20歳以上90
歳未満の男女

　詳しくは、生活課戸籍住民係まで。

 

　祝日におけるごみ収集等は、次のと
おりとなりますのでお知らせします。
７月21日（月）
・ごみ収集は休み
・一般廃棄物最終処分場は午前中のみ
受入可

　詳しくは、生活課環境衛生係まで。

 

　この会は、根室管内のリハビリテー
ションに関わる団体、個人が連携体制
を築き、情報を共有するとともに、技
術向上を図ることを目的に活動してい
ます。
　本年度もリハビリテーションに関す
る講演会を下記のとおり開催します。
入場無料ですので、是非ご参加ください。
日　　時　８月２日（土）　

13時～15時30分
（開場12時30分）

場　　所　総合文化会館
　　　　　コミュニティホール
テ　ー　マ　「口へのかかわりはリハビ

リテーションの原点」
講　　師　ＮＴＴ東日本関東病院
　　　　　リハビリテーション科

部長　稲川　利光　氏
座　　長　加藤歯科医院（横浜市）

院長　加藤　武彦　氏
定　　員　300名
申込期日　７月23日（水）
　申し込みは、町立中標津病院医事課
皐72-8200まで。

 

　北海道では、子育て中のお父さん、
お母さんを応援するため、子どもたち
のことをいつも気にかけている地域の
商店、全道各地の企業・施設の方々が

ごみ収集のお知らせ

根室地域リハビリテーション
推進会議講演会の開催について

どさんこ・子育て特典制度
について

北海道・市町村と手を組んで「どさん
こ・子育て特典制度」を開始します。
　この制度は、協賛してくれる店舗・
施設等が、小学生までの子どもがいる
世帯に対し、保護者と同伴で買い物や
施設等を利用する際に、認証カードを
提示することにより様々な特典が受け
られます。
　認証カードをご希望の方は、子育て
支援室④番窓口にお越しください。
　なお、協賛店等詳細につきましては
北海道ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/
kms/dosanko/kosodatetokutennseido.
htmをご覧ください。

 

　根釧農業試験場の仕事を広く地域と
町民の皆さんに紹介するとともに、地
域の基幹産業である酪農に対する理解
を深めてもらうことを目的に「公開デ
ー」を開催します。
日　　時　８月７日（木）
　　　　　９時30分～14時
内　　容　一般の方を対象に、小学生

やお子さん連れの方にも参
加いただける搾乳や場内施
設見学、バター作り体験、乳
製品販売などが行われます。

　問い合わせは、北海道立根釧農業試
験場乳質生理科皐72-2116まで。

 

　平成20年度の家畜商講習会が次のと
おり開催されます。
講習会開催日時及び場所
　９月18日（木）～19日（金）
　９時～17時
　札幌市（北海道庁別館地下１階）
提出書類
受講願書（正副２部）（正副ともに写
真貼付、正本に受講手数料貼付）

※様式は農林課畜産係にあります。
申込期日
　８月５日（火）
　申し込み、問い
合わせは、農林課
畜産係まで。

根釧農業試験場公開デー

家畜商講習会の開催について

 

募集団地
・東中団地（平屋）東17条北８丁目
　３ＬＤＫ　１戸　※単身不可
　昭和56年建設（浴室有・風呂設備無）
　家賃　13,600円～29,800円
・泉団地（平屋）西13条北９丁目
　３ＤＫ　１戸
　昭和50年建設（浴室有・風呂設備無）
　家賃　9,900円～14,200円
・泉団地（３階建）西11条北７丁目
　２ＬＤＫ（２階）１戸
　平成13年建設
　家賃　22,900～50,300円
・宮下高台団地（２階建）西３条南４丁目
　３ＬＤＫ（２階）１戸　※単身不可
　昭和63年建設（風呂設備リース）
　家賃　18,100円～39,800円
・あずまグリーン団地（４階建）
　東18条南４丁目
　３ＬＤＫ（３階）１戸　※単身不可
　平成２年建設（給湯設備リース）
　家賃　20,000円～43,900円
・あずまグリーン団地（４階建）
　東18条南４丁目
　２ＬＤＫ（３・４階）２戸
　平成２年建設（給湯設備リース）
　家賃　18,600円～42,000円
申込期限　７月14日（月）
受付場所　管理課住宅係
入居可能月　平成20年８月下旬
選考方法　運営委員会の意見を聞いて、

困窮度の高い方から入居を
決定します。

※入居者資格には条件（所得制限等）
があります。
※町税等に滞納がある場合は入居でき
ません。
　詳しくは、管理課住宅係まで。

町営住宅入居者募集

社会保険事務所相談所開設日のお知らせ（皐0154-61-6000）
日時／７月15日（火）13時～17時

７月16日（水）９時～11時30分
場所／中標津経済センター

くくくくくくくくくくららららららららららくらしししししししししししののののののののののの広広広広広広広広広広場場場場場場場場場場広場 JJJJJJJJJJuuuuuuuuuullllllllllJulyyyyyyyyyyy77777777777

 お  詫  び 
６月号で「洪水ハザードマップを７月
号に折込んで全戸配布します。」とお伝
えしましたが、一部修正が発生したた
め、配布が８月以降になりました。
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検　診　日　９月26日（金）
受付時間　①８時30分～９時
　　　　　②９時20分～10時30分
※初めての方は９時からオリエンテーシ
ョンを行いますのでお受けください。
検査開始　９時20分から
対　　象　20歳以上の女性

（受診間隔は２年に１回）
内容・料金　子宮頸部細胞診 1,700円

（70歳以上800円）
超音波検査 500円
子宮体部細胞診 2,470円
（50歳以上または閉経して
いる方で６ヶ月以内に不
正出血がある方）

申込締切　９月５日（金）
実施場所　中標津町保健センター
そ　の　他　生理中でも検査は受けられ

ます。

 

実施期間　８月１日～29日
毎週火～金曜日

申込締切　７月18日（金）
対　　象　20歳以上の女性
内　　容　問診、骨密度測定（手首）、

診察
料　　金　1,400円（70歳以上は700円）

国民健康保険加入者・生活
保護の方は無料

定　　員　１日２人（11時から）
実施場所　町立中標津病院　整形外科

 

 

【納期限は７月31日】
　固定資産税、町道民税、国民健康保
険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料の第１期及び軽自動車税の納期限
がすでに経過しています。もう一度お

子宮がん検診のお知らせ

骨粗鬆症検診のお知らせ（８月分）

７月は固定資産税（第２期）、
国民健康保険税（第２期）、

後期高齢者医療保険料（第２期）、
介護保険料(第２期)の納期です

手元の納付書を確認のうえ、納付され
ていない方は早急に納めましょう。
　町税はみんなの財産です。町税を有
効に使うため、納期内納付にご協力を
お願いします。

 

　収納窓口開設時間延長、休日開設に
合わせて納税相談を実施していますの
で、納税についてご相談ください。

 

 

　７月14日（月）から８月１日（金）
までサマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）が発売されます。
　今年は、ジャンボ30年記念賞を設け
るなど当たり実感のある少額賞金も豊
富となりました。
賞　金　１等　２億円　40本

（１等前後賞各５千万円）
２等　１億円　80本
３等　１千万円　400本
ジャンボ30年記念賞

３万円　80,000本　他
抽選日　８月12日（火）
　この宝くじの収益金は中標津町では
これまで、明生地区コミュニティーセ
ンター、西町児童公園、明生児童公園、
まこと団地児童公園、睦児童公園など
の整備に活用されています。

 

　特定疾患等で町外の医療機関に通院
が必要な方の交通費の一部を補助して
います。
対象者
特定疾患治療研究事業または先天性
血液凝固因子障害治療研究事業の治
療研究対象疾患に罹患し、北海道知
事から医療受給者証の交付を受けて
いる方と、医師が必要と認めた介助
者１人。
ただし、次の方は対象となりません。

～町税等各種収納金～町税等各種収納金のの
納付は口座振替で納付は口座振替で～～

〈７月の収納窓口休日開設及び
平日開設時間延長日〉

開設時間延長日休日開設日

15日（火）
31日（木）27日（日）

17時15分～20時９時～17時

サマージャンボ宝くじ
発売のお知らせ

特定疾患等患者通院交通費
補助について

・前年の所得が一定の基準額を超え
る方
・生活保護法による医療扶助の移送
費等または他の法令等による通院
交通費相当分の全額給付を受けて
いる方

補助対象期間
平成20年１月１日から平成20年６月
30日までの通院分

申請受付期間
　７月25日（金）まで
　詳しくは、福祉介護課福祉支援係まで。

 

　８月24日投票日の中標津町長選挙及
び中標津町議会議員選挙に立候補を予
定している方への事前説明会を次のと
おり開催します。
●中標津町長立候補
●中標津町議会議員立候補
日　時　８月１日（金）10時から
場　所　役場３階301号会議室
　告示日に立候補の届け出をする際に、
書類などに不備があると受理されませ
んので、できるだけ説明会に出席願い
ます。
　詳しくは、選挙管理委員会まで。

 

　住民基本台帳法第11条３項及び第11
条の２第12項に基づき、平成19年度の
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
を次のとおり公表します。
申請者①　自衛隊帯広地方本部
目　　的　自衛官募集
閲　覧　日　平成19年５月８日
範　　囲　・18歳（平成元年４月２日

～平成２年４月１日生ま
れの男女）
・15歳（平成４年４月２日
～平成５年４月１日生ま
れの男女）

申請者②　株式会社地域創造研究所
目　　的　「平成19年度道民意識調査

２」調査対象者の抽出（道
委託）

閲　覧　日　平成19年10月19日
範　　囲　満20歳以上の西町１丁目

（10件）
申請者③　日本たばこ産業株式会社た

ばこ事業本部
目　　的　「2008年全国たばこ喫煙者

町長・町議会議員選挙
立候補届出予定者説明会

住民基本台帳の
閲覧状況について

保健センターからのお知らせ
申込・問合せ先

中標津町保健センター
皐72-2733

自然を愛し美しいまちにしましょう （町民憲章より）



　５月31日現在住民登録人口　
町の人口 24,143（＋５）
　　男 11,812（ー３）
　　女 12,331（＋８）
世　帯　数 10,396（＋10）

（　　）内は前月比

誕生　27人　　　死亡　19人　　　転入　74人　　　転出　77人

※広報紙に掲載された写真をご希望の方は、総務課情報化推進・広報
調査係までご連絡ください。

広報中標津は、環境保護のために100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用
しています。TM
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平成19年度 町道民税の減額（還付）措置について

　国から地方への税源移譲により、所得税軽減の影響は受けず
町道民税の増額のみ影響を受ける方については、既に納付済の
平成19年度分町道民税から、税源移譲により増額となった町道
民税相当額を申告により減額する特例措置が適用されます。
　この特例措置の対象者は、平成18年分の所得税が課税されていた方のうち、平成19年中の所
得が減少した等により、平成19年分の所得税が非課税になった方で下記要件を満たす方です。
（平成19年１月１日現在の住所所在地の市区町村に申告が必要です。また、平成19年中に亡くな
られた方、平成20年１月１日現在国内に居住されていない方は適用されません。）

①　平成19年度町道民税課税所得金額（平成18年中所得）が所得税と町道民税の人的控除額合計
額の差額を上回っている方

所得税の人的控除額※２と町道民税
の人的控除額※２との差額＞平成19年度町道民税の課税所得金額※１

（申告分離課税分を除く）

②　①の要件を満たしている方で、平成20年度町道民税課税所得金額（平成19年中所得）が所得
税と町道民税の人的控除額合計額の差額と同額または下回っている方

所得税の人的控除額※２と町道民税
の人的控除額※２との差額≦平成20年度町道民税の課税所得金額※１

（申告分離課税分を含む）

※１課 税 所 得 金 額…所得金額から所得控除額を差し引いた後の金額
※２人的控除額（差額）…基礎控除（５万円）、配偶者（特別）控除（３～10万円）、扶養控除（５～18

万円）、障害者控除（１～22万円）、寡婦（夫）控除（１～５万円）、勤労学生
控除（１万円）の合計額

要　件 ①と②両方の要件を満たす方が減額(還付)の対象となります

申　告 減額を受けるためには申告が必要です！

印鑑、口座番号のわかるものを持参の上、税務課⑨番窓口にて申告ください。

◆申告受付期間（期限後受付不可）
平成20年７月１日（火）～平成20年７月31日（木）
土日祝日を除く、各日９時から17時まで
ただし、７月15日（火）及び31日(木)の収納窓口開設時間延長日は20時まで、
７月27日（日）の収納窓口休日開設日は９時から17時まで受け付けます

平成19年１月１日現在当町に住民登録がある方で、減額（還付）対象と思われる方に対し
ては、個別に文書でお知らせしますが、ご不明な点がありましたら総務部税務課住民税係
（内線207・209）までお問合せください。
※平成19年１月２日以降に中標津町に転入された方は、以前にお住まいの市区町村へ申告することに
なりますので、ご注意願います。


